
市会上程•告示 

事業主 建築局（法29条許可部門） 路政課など 維持課 

標識設置届 提出 
標識設置届受理 
（各局配布） 

 

 

※ 法 32条協議とは、都市計画法第32条に基づく公共施設の管理者の同意•協議のことをいいます。

開発行為の円滑な施行、公共施設の管理の適正化等を確保する目的として定められています。 

このフロー内で、法とは「都市計画法」、条例とは「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を言います。 

 

 

 標識設置届の内容について関係各課への説明 

 
 
 
 
 住民説明•開発事業計画書•開発協議（特定大規模ま 
 たは再意見有の開発事業に該当する場合） 

 ※条例の基本的な流）れは宅地審査課ホームページ参照 

 

法32条協議•条例18条協議 

提出 

 
※条例18条協議については、必要な場合のみ 

 

 
※チェックシート確認の上、提出 

 

 

土木事務所経由 

 ※開発事業計画書の縦覧期間終了後（特大及び再意見が有る場合は開発協議終了後）に提出可能（受付条件） 

 ※申請書類等は維持課ホームページ参照 

 
 
手 
続 同意•協議書交付 

き 同意•協議書受理 

※帰属有は路政課、帰属無は維持課にて押印します

条例17条同意用に土地利用計画平面図を1部 

法29条申請用に道路計画平面図、標準断面図を1部づつ 
 

 
 
 
同
意 
• 

受理•条例19条同意通知交付 
法 
2 
， 
条 

許 法29条受理 
可 許可交付 

 

工事着手•着手届提出 

 

中間検査予約•台帳作成 

維持課へ依頼 

（維持課と土木事務所の合同検査） 

検査内容は維持課ホームページ参照 

 

道路調査課にて調整 
台帳素図記入、作成

書類検査 

台帳現場検査

成果品納入 

 

中間検査 

中間検査の詳細については「開発等における
道路検査について」を参照。 

 

許 

可 完了届提出•検査予約 
後 維持課へ依頼 

手 （維持課と土木事務所の合同検査） 

続 
き 18条完了届及び道路寄附願  提出 

※18条協議及び帰属がある場合 

 

 

 

 
※路政課受付 

 

 

 

開発区域が3000㎡を超えるものについては、

完了検査前に検査書類を提出してください。 

完了検査 

完了調書決裁 

※道路局と土木事務所は別の調書 
帰属がある場合には、寄附願提出後、

建築局へ完了調書を送付。 
 

 
 

寄附受納書 受領 
受領書にፙӸ 

寄附受納書 交付 

法32条協議における手続きフロー【標識設置届～完了公告】 
（開発面積1000㎡以上における道路関連） 

維 持 課 指 導 係  
参  考  資  料  

法32条協議•条例18条協議 

受理、審査 

18条完了届及び道路寄附願 受理 

図面に押印 

図面に押印 

完了届受理 
（各局配布） 

着手届受理 

法29条申請 
（法32条同意•協議書が必要）

 

技術的審査 

条例17条同意申請 
（条例18条結果通知が必要） 

条
例
同
意
・
法
２
９
条
許
可 

調書集約後に検済決裁 

完了届  受理 

完了公告 

法
３
２
条
手
続
き 

回答受理 

※条例の基本的な流れは宅地審査課ホームページ参照 

標識設置届回答
総括•交付 

～受理•回答～ 
•技術的な指導助言（維持課） 
•帰属の有無（路政課） 
•道路状空地【条例18条】の有無（土木事務所） 
•道路の改廃手続きの要不要（路政課） 
•6条協議の要不要（維持課）  
・公共施設管理者への説明【14条】      など 

条
例
事
前
手
続
き
等 

所有権移転 

寄附受納書 交付 

 

市会上程・告示 

所有権移転 

許
可
後
手
続
き 

※道路・交通政策局と土木事務所は別の調書 

帰属がある場合には、寄附願提出後、 

建築局へ完了調書を送付。 

完了調書決裁 
 

※路政課にて押印します 

 条例１７条同意用に土地利用計画平面図を１部 

 法２９条申請用に道路計画平面図、標準断面図を１部ずつ 

 

 

 

寄附受納書 受領 

    受領書に署名 

 


